
 

 

都市計画決定 

の告示の後 

1.都市計画施設、市街地開発事業の施行区域内 

2.市街地開発事業等予定区域内 

3.促進区域内 

4.地区計画等の区域内 

特例① 事業予定地 

特例② 施行予定地 

事業地内の制限 
都市計画事業 

の認可・承認 


